
問 い合 わ せ 先

〒 9 4 5 - 8 5 1 1
柏 崎 市 日 石 町 ２ 番 １ 号
市 役 所 ４ 階
柏 崎 市 建 築 住 宅 課 指 導 係

T E L ︓ 0 2 5 7 - 2 1 - 2 2 9 1 （ 直 通 ）
F A X ︓ 0 2 5 7 - 2 3 - 5 1 1 6 （ 直 通 ）
Mail ︓kenchiku@city.kashiwazaki.lg.jp

柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業

申 請 の 手 引 き

令 和
７

年 度

▼ お 住 ま い の 住 宅 リ フ ォ ー ム

市 ホ ー ム ペ ー ジ 上 の 記 事 は
こ ち ら か ら 御 確 認 く だ さ い 。

▼ 空 き 家 リ フ ォ ー ム

⼦育て世帯・若者世帯・
２世帯（３世代）への補助を拡充します︕︕



本書及び市ホームページに掲載した内容を⼗分確認し、期間内に抽選の申し込みを⾏ってください。
「住宅リフォーム補助」において加算区分が「通常の世帯」のみ抽選方式です（申請が予算の範囲内であれば抽選
は⾏いません）。加算区分が⼦育て世帯、若者世帯及び２世帯（３世代同居）の場合、抽選は⾏わず、交付決
定を⾏います。
「空き家リフォーム補助」は、抽選方式ではなく先着順です。
窓 口 ︓市役所４階建築住宅課（メール、郵送等による申請は不可）
受付時間 ︓平⽇（⼟⽇・祝⽇を除く）の８︓３０〜１７︓１５
※ 申し込みの受け付けは、第１期（４月）と第２期（５月）の合計２回です。

市役所４階「４－３会議室」（第１期・第２期同じ会場です）
※⼊場の申し込みは不要です。⼊場は申請者、施⼯業者いずれも可能であり、参加は任意です。

交付申請書と各添付書類を提出してください。※詳しくは本書の4ページをご覧ください
・１つの住宅に対しては、重複しての申請はできません。
・申請後に工事の中止が無いよう、申請前に綿密にご計画ください。

やむをえず工事を中止する場合は、速やかに建築住宅課に「中止届」を提出してください。
・申込受付後の審査において、補助要件（３ページを参照）に該当しないことが判明した場合は抽選

対象としません（補助⾦を受けることはできません。）。
・申込受付後において、いかなる場合にあっても、提出した書類の返却はできません。
・⽊造⼾建て住宅の⼤規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。

【令和7（2025）年4月1⽇の建築基準法改正】
⇒延べ面積が100㎡を超える建築物で⼤規模なリフォームを⾏う場合は、建築⼠による設計・工事管理が必要

※⼤規模なリフォーム︓建築基準法上の⼤規模な修繕・模様替えにあたるもの

①抽選会で当選者を決定し、抽選⽇の当⽇中に、市ホームページにおいて結果（受付番号（抽選番号）※）を
お知らせします。※交付申請書受付時に、お知らせします。
申し込みの総額が予算以内の場合は、抽選会は⾏いません。この場合は、市ホームページでお知らせします。

②抽選会後、当選者には「交付決定通知書」を郵送します。落選者には、その旨を郵送でお知らせします。
③ホームページでの当選確認後又は交付決定通知書が届いた後に工事に着手してください。

補⾜︓工事内容に変更が⽣じる場合は、すみやかにご相談ください。
④令和8（2026）年2月27⽇（⾦）ま で に 「 実 績 報 告 書 」 を 提 出 し て く だ さ い 。

この締切⽇を過ぎると補助⾦の交付はできません。

申し込み時に提出する書類

抽 選 会 場

抽 選 後 の 流 れ

1 期 の ⽇ 程
申し込み期間

４月1⽇（⽕）〜４月18⽇（⾦）
抽選会

４月23⽇（水）13︓30開始
交付決定（HP公開・通知書送付⽇）

４月24⽇（⽊）

２ 期 の ⽇ 程
申し込み期間

５月7⽇（水）〜５月23⽇（⾦）
抽選会

５月28⽇（水） 13︓30開始
交付決定（HP公開・通知書送付⽇）

５月29⽇（⽊）

1 申 し 込 み の 流 れ
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重 要 事 項

申 し 込 み の 受 け 付 け に つ い て



「 住 宅 リ フ ォ ー ム 工 事 」 の 補 助 額
補 助 率 及 び 最 ⼤ の 補 助 額 は 次 の と お り で す

2 加 算 区 分 ご と の
補 助 額 と 補 助 率

「空き家リフォーム工事」の注意事項
・「空き家リフォーム⼯事」の対象は、交付申請時点において、次➀又は②のいずれかを満たす場合に、対象となります。

➀１年以上居住者がいない個⼈所有の建物（物置や事務所など他の⽤途の建物をリフォームして住宅にする場合も可）

②市の空き家バンク制度を通じて売買等が成約された住宅

・「空き家」として補助を受ける場合は⼯事後、直ちに居住を開始し定住する必要があります。 完了実績報告時までに、リフォーム⼯事した住宅へ

住⺠票を移してください。

補 ⾜ 事 項 ︓ 「 住 宅 リ フ ォ ー ム ⼯ 事 」 は 、 居 住 者 が 不 在 と な っ て か ら
１ 年 未 満 の 住 宅 も 含 み ま す 。
な お 、 空 き 家 バ ン ク の 成 約 物 件 は 「 空 き 家 」 の 補 助 対 象 に な り ま す 。

中学生以下の子と同居しておらず、
世帯主及びその配偶者が40歳以
上の世帯のこと。

「通常の世帯」で補助対象工事費が120万円の場合
1 2 0 （ 万 円 ） × ２ ０ ％ ＝ 2 4 （ 万 円 ） で す が
通 常 の 世 帯 で は 「 補 助 上 限 額 」 が １ ５ 万 円 な の で
市 か ら 補 助 す る 補 助 ⾦ 額 は 1 5 万 円 に な り ま す 。

補 助 ⾦ 額 の
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

通常の世帯

補 助 対 象 工 事 費 の 2 0 ％

上限1 5 万円

「 空 き 家 リ フ ォ ー ム 工 事 」 の 補 助 額

注意事項
・「子育て世帯」又は「２世帯住宅（３世代同居）」 は、完了実績報告時に中学⽣以下の年齢の⼦と同居している必要があります。
（妊娠中も可）
・交付申請後に加算区分を変更することはできません。（例︓当初は「子育て世帯」で申請したが、⼯事中に祖⽗⺟の世帯も同居する
ことになった。→完了実績報告時に「２世帯住宅（３世代同居）」に変更することは不可）

さらに「子育て世帯」又は「若者世帯」は
これらの上限額に２０万円を加算

県 内 他 市 町 村
か ら の 転 入 者

上限7 0 万円

県 外 か ら の
転 入 者

上限105万円

加算後の補助上限額
市内転居者 ︓最⼤ 70万円
県内他市町村からの転⼊者︓最⼤ 90万円
県外からの転⼊者 ︓最⼤125万円

補 助 率 は 補 助 対 象 ⼯ 事 費 の ３ ０ ％ で 、 最 ⼤ の 補 助 額 は 次 の と お り で す

市 内 転 居 者

上限5 0 万円

「子育て世帯」と、祖⺟や祖⽗など
の世代が同居している世帯のこと。

世帯主又はその配偶者のいずれ
かが39歳以下の世帯のこと。
（単身世帯を除く）
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中学生以下の年齢の子がいる
世帯のこと。、又は妊娠している
者がいる世帯のこと。

若者世帯

補 助 対 象 工 事 費 の 2 5 ％

上限3 5 万円

⼦育て世帯

補 助 対 象 工 事 費 の 2 5 ％

上限3 5 万円

２世帯住宅
( ３ 世 代 同 居 )

補 助 対 象 工 事 費 の 2 5 ％

上限4 0 万円



3 補 助 要 件
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・ 店 舗 等 併 ⽤ 住 宅 は 、 ⼯ 事 施 ⼯ 後 に お い て 、 住 宅 部 分 が 1 / 2 以 上 あ れ ば 、 住 宅 部 分 の ⼯ 事 を 補 助 対 象 に で き ま す 。
注 釈 ︓ 共 同 住 宅 は 対 象 外 で す 。 ⻑ 屋 は 不 動 産 登 記 上 で 区 分 所 有 と な っ て い る 場 合 は 、 ⼀ ⼾ 建 て の

住 宅 扱 い に な り 、 補 助 対 象 に で き ま す 。

・ 「 空 き 家 」 の リ フ ォ ー ム の 場 合 は 、 貸 り て い る 方 で も 対 象 に な り ま す 。
た だ し 、 こ の 場 合 、 「 空 き 家 所 有 者 リ フ ォ ー ム 同 意 書 」 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。

※ 上 記 「 同 意 書 」 の 様 式 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い る も の を 使 ⽤ し て く だ さ い 。

・ ２ 回 目 の 申 請 を す る 場 合 は 次 の ① と ② の 両 方 の 要 件 を み た す 必 要 が あ り ま す
① 過 去 に 「 通 常 分 」 の 区 分 で 補 助 ⾦ の 交 付 を 受 け て い る こ と 。
② 世 帯 が 「 子 育 て 世 帯 」 、 「 若 者 世 帯 」 又 は 「 ２世帯住宅（３世代同居）」 の 要 件 を 満 た す こ と 。

な お 、 上 記 の 場 合 、 補 助 ⾦ 額 及 び 補 助 上 限 額 か ら 1 5 万 が 減 額 さ れ ま す 。
・ 過 去 に 空 き 家 で の リ フ ォ ー ム 補 助 を 受 け た 住 宅 ︓ 令 和 元 ( 2 0 1 9 ) 年 度 以 前 に 空 き 家 リ フ ォ ー ム の 補 助 を 受 け た

住 宅 は 申 請 が で き ま す 。
・ 過 去 に 住 宅 が 補 助 を 受 け て い て も 、 中 古 住 宅 と し て 購 ⼊ し た 住 宅 は 補 助 対 象 に な り ま す 。

上 記 補 助 要 件 の 補 ⾜ 事 項

補助⾦の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
申 請 後 や 交 付 後 に 要 件 を 満 た し て い な い こ と が 分 か っ た 場 合 は 、 交 付 決 定 を 取 消 し 、 補 助 ⾦ の 返 還 を 求 め ま す 。

要件１ 個 ⼈ が 所 有 し て い る 家 屋 で リ フ ォ ー ム 後 、 住 宅 と す る こ と
※ １ リ フ ォ ー ム に よ り 他 の ⽤ 途 か ら 住 宅 へ 変 更 す る 場 合 も 対 象
※ ２ マ ン シ ョ ン の リ フ ォ ー ム も 対 象

空 き 家 も 対 象です（１年以上居住者がいない建物、市の空き家バンクで成約した住宅のこと）

要 件 1

要 件 3

要 件 7
・

要 件 8

重要

柏 崎 市 税 に つ い て 未 納 が な い こ と
転 入 者 は 、 居 住 地 の 市 区 町 村 税 の 未 納 が な い こ と
補 ⾜ ︓ 納 税 義 務 者 で な い 方 も 補 助 対 象 者 に な り ま す

要件4

リフォーム す る 住宅 に住 ん でい ること
又は住むことが確定してい る こと （完了実績報告時までに住⺠票をうつすこと）要件2

住 宅 リ フ ォ ー ム の 場 合 は 申 請 者 が 住 宅 の 所 有 者 で あ る こ と
又 は 住 宅 の 所 有 者 は 申 請 者 の ⼆ 親 等 以 内 の 親 族 で あ る こ と要件3

工 事 の 施 工 業 者 が 次 の い ず れ か で あ る こ と
・市内に本社がある法⼈事業者であること。⽀店・営業所のみは不可
・市内に住⺠登録をしている個⼈事業者であること

要件5

「 必 須 工 事 」 を １ つ 以 上 ⾏ う こ と
必須⼯事とは、⻑寿命化・耐震化・省エネ化・ バリアフリー化の⼯事のことです要件6

要件8 申請者は、この事業の補助を受けたことがないこと

要件9

「 空 き 家 」 と し て 補 助 を 受 け る 場 合 は 、 リ フ ォ ー ム 工 事 後 、 直 ち に 居 住 を 開 始 し 、
定 住 す る こ と

要件10

対象とする住宅は、過去にこの補助を受けてリフォーム工事をしたことがないこと

重要

重要

重要

要件7 同⼀工事個所について他の補助⾦の併⽤が無いこと
・例) 窓１→本補助⾦利⽤ 窓２→他の補助⾦⇒可

窓１→本補助⾦＋他の補助⾦⇒不可
重要



① 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 ( 写 真 台 紙 使 ⽤ に よ る 写 真 添 付 ・ 裏 面 の 同 意 ・ 誓 約 事 項 の 確 認 )

② 工 事 ⾒ 積 書 の コ ピー ( 補 助 対 象 と な る 工 事 部 に マ ー カ ー し て く だ さ い ）

③ 住 宅 の 所 有 者 を ⽰ す 書 類 （固定資産税課税明細書の写しor登記簿謄本の写し等）
※交付申請の⽇の前１年以内に発⾏されたものに限る

④ リフォ ー ム 内 容 が分 か る 図 面 ( 平 面 ・ ⽴ 面 ※ 定 規 等 使 ⽤ な し の フ リ ー ハ ン ド 不 可 )

４ 申 し 込 み 時 に 必 要 な 書 類
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「 ➀ 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 」
・ 「 住 宅 の 所 在 地 」 は 、 登 記 簿 謄 本 又 は 固 定 資 産 税 課 税 明 細 書 の 家 屋 の 地 番 で 確 認 で き ま す 。
・ 「 ２ 事 業 費 」 欄 の ⾦ 額 は 、 税 込 み の ⾦ 額 で す 。
・ 建 物 全 景 と 補 助 対 象 ⼯ 事 費 と ⼀ 致 す る リ フ ォ ー ム ⼯ 事 箇 所 の 写 真 を 所 定 様 式 に 添 付 し 、 提 出 し て く だ さ い 。

「 ② 工 事 ⾒ 積 書 の コ ピ ー 」
・ ⼯ 事 ⾒ 積 書 は 社 印 （ 丸 印 ） の 押 印 が あ る も の が 必 要 で す 。
・ 「 ⼀ 式 ⼯ 事 」 と せ ず に 、 ⼯ 事 内 容 の 内 訳 が わ か る ⾒ 積 書 で お 願 い し ま す 。
・ 補 助 対 象 外 の ⼯ 事 等 が あ る 場 合 の 諸 経 費 、 消 費 税 は ⾒ 積 書 内 で 按 分 す る な ど し 、 補 助 対 象 外 分 ・ 補 助

対 象 分 を 明 示 し て く だ さ い 。

「 ③ 住 宅 の 所 有 者 を ⽰ す 書 類 （ 交 付 申 請 ⽇ か ら １ 年 以 内 に 発 ⾏ さ れ た も の ） 」
・ 固 定 資 産 税 課 税 明 細 書 又 は 固 定 資 産 評 価 証 明 書 （ 家 屋 ） の 場 合 は 、 写 し を 添 付 し て く だ さ い 。
・ 「 登 記 簿 謄 本 」 は 法 務 局 （ 柏 崎 地 方 合 同 庁 舎 ２ 階 ） で ⼊ 手 可 能 で す 。

「 ④ リ フ ォ ー ム 内 容 が 分 か る 図 面 」
・ 図 面 に 補 助 対 象 ⼯ 事 （ 必 須 ⼯ 事 と そ の 他 の 部 分 ） の 現 状 と 改 修 後 の 状 態 が わ か る よ う 図 示 し て く だ さ い 。
※ 定 規 等 を 使 ⽤ し な い フ リ ー ハ ン ド 図 は 不 可 で す 。 ま た 、 各 箇 所 の 寸 法 を 必 ず ⼊ れ て く だ さ い 。

・ 店 舗 等 併 ⽤ 住 宅 の 場 合 は 、 建 物 全 体 （ 各 階 ） の 平 面 図 に 、 住 宅 以 外 の 部 分 を 図 示 し 、 か つ 、 全 体 面 積 と 住 宅
以 外 の 部 分 の 面 積 が わ か る よ う 資 料 を 添 付 し て く だ さ い 。

「 市 税 納 税 証 明 書 」
・ 市 税 を 交 付 申 請 前 1 0 日 以 内 に 納 付 し た 場 合 は 、 市 で 納 税 状 況 を 確 認 で き な い こ と が あ る た め 、 領 収 書 又 は 通 帳 の
写 し （ コ ピ ー ） を 提 出 し て く だ さ い 。

上 記 必 要 な 書 類 の 補 ⾜ 事 項

必 要 に 応 じ て 提 出 す る 書 類
◎ 「 ① 補 助 ⾦ 交 付 申 請 書 」 の 裏 面 の 同 意 を し な い 場 合 ※ い ず れ も 手 数 料 が 必 要 （ 申 請 者 負 担 ）

・ 住 ⺠ 票 の 写 し （子育て世帯等の加算区分を受ける場合は、同居家族全員分の続柄がある住⺠票の写し）

・ 市 税 納 税 証 明 書
◎ 申 請 者 が 住 宅 の 所 有 者 の ⼆ 親 等 以 内 の 親 族 で あ る 場 合

・ 所 有 者 同 意 書
◎ 市 外 在 住 者 の 方

・ 居 住 地 の 住 ⺠ 票 の 写 し
・ 市 区 町 村 税 の 完 納 証 明 書

◎ 妊 娠 中 で ⼦ 育 て 世 帯 の 加 算 を 受 け よ う と す る 場 合
・ ⺟ 子 健 康 手 帳 の コ ピ ー

◎ 空 き 家 リ フ ォ ー ム 工 事 の 場 合 （ 所 定 の 様 式 に て 、 次 の い ず れ か を 添 付 し て く だ さ い 。 ）
※ 空 き 家 バ ン ク 利 ⽤ 者 を 除 く
・ 上 下 ⽔ 道 局 が 発 ⾏ す る ⽔ 道 の 使 ⽤ 実 績 （ 使 ⽤ 実 績 が ⽉ 平 均 5 ⽴ 法 メ ー ト ル 以 内 の 確 認 が で き る も

の に 限 る ） の 写 し ※ ⼊ 手 は 、 上 下 ⽔ 道 局 料 ⾦ セ ン タ ー （ 0 2 5 7 - 3 2 - 8 6 1 1 ） へ お 問 合 せ く だ さ い 。
・ １ 年 以 上 空 き 家 で あ る こ と の 証 明 書 （ 町 内 会 ⻑ 等 の 署 名 が 必 要 ）

◎ 空 き 家 リ フ ォ ー ム 工 事 で 所 有 者 が 別 の 場 合
・ 空 き 家 リ フ ォ ー ム 所 有 者 同 意 書 ※ 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し を 添 付



5  実 績 報 告 時 に 必 要 な 書 類
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「①完了実績報告書」
・当初の申請から変更がある箇所は、変更後の内容を記⼊してください。
・「⼯事期間の完了日」は、⽀払い完了日（領収書の日付け） を記⼊してください。
・「補助⾦振込先⾦融機関」は申請者の口座をご記⼊ださい。 ※交付申請者（交付決定者）以外の口座は不可です。

「➀（完了実績報告書に添付する）工事写真」
・指定する台紙に、⼯事前 ・ ⼯事中 ・ 完了の写真を添付してください。
・写真が無い場合は、その箇所分について補助⾦の交付ができないのでご注意ください。

「②工事費⽀払い領収書」
・「⼯事⾒積書」の総額と同じ額の領収書のコピーを添付してください。
・提出する領収書には、社印（丸印）の押印が必要です。
・領収書のあて名は、申請者と同じにしてください。

「④工事⾒積書のコピー」
・⼯事内容に変更があった場合は、変更した⼯事の内訳がわかる⾒積書を提出してください。

この場合は、変更分だけでなく当初の⼯事内容も含めた、⼯事全体の⾒積書を提出してください。

※なお、「補助対象工事費」が変わった場合の補助⾦の取扱いは次のとおりです。
「補助対象工事費」が減額する場合︓補助⾦は減額されます。
「補助対象工事費」が増額する場合︓補助⾦の増額はありません。

① 完 了 実 績 報 告 書 （補助⾦変更交付申請書 兼 完了実績報告書）

※写真台紙使⽤に よる 写真添付が必要で す 。

② 工 事 費 ⽀ 払 い が 確 認 で き る 領 収 書
※ 社 印 （ 丸 印 ） が あ る も の の コ ピ ー ）

③ 補 助 ⾦ 振 込 先 と な る 口 座 が 確 認 で き る 通 帳 等 の 写 し
④ ア ン ケ ー ト

上 記 必 要 な 書 類 の 補 ⾜ 事 項

工事完了後に 速や かに 次の①から④を 提出してく だ さ い 。
また、 必要に 応じて⑤⑥の書類を 提出してくだ さ い 。

必 要 に 応 じ て 提 出 す る 書 類 （ 交 付 申 請 時 と 工事内容・⾦額に変更があった場合）

⑤ ⼯事⾒積書のコピー※交付申請時との違いが分かるよう明示
⑥図面※交付申請時との違いが分かるよう明示



6  必 須 工 事 の 内 容
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補助を 受ける ため に は下記のい ず れか の必須工事を １つ 以上 ⾏う 必要があり ます

耐 震 化
工事

省 エ ネ 化
工事

バリアフリー化
工事

⻑寿命化
工事

必須工事 必須工事 必須工事 必須工事

窓 工 事
・ ⽼ 朽 化 し た 窓の 取 替 え

や修 繕など
・ 破 損 な ど が あ る窓 ガ ラ ス

の 取 替 え
・ 窓 枠 の 修 繕

配 管 工 事
給 排 ⽔ 配 管 や ガ ス 管
な ど の 修 繕 や 更 新 な ど

防 蟻 処 理 工 事
・ シ ロ ア リ 被 害 を 防 ぐ た め の

「 防 蟻 処 理 」 の ⼯ 事
・ シ ロ ア リ の 被 害 箇 所 の

修 繕 ⼯ 事
注 ︓ 駆 除 剤 を 撒 く こ と に
つ い て は 、 リ フ ォ ー ム ⼯ 事
で は な い の で 補 助 対 象 外 で す 。

軒 天 ・ 破 風 の 工 事
・ 張 替 え
・ 塗 装
・ 破 損 し て い る 箇 な ど の

修 繕

設 備 の 場 合
（⽼朽化した設備の交換）

⽼ 朽 化 し た ユ ニ ッ ト バ ス 、
キ ッ チ ン 、 便 器 、 洗 面 化 粧
台 、給 湯 設 備 、 エ ア コ ン
な ど の⼊ れ 替 え

シ ャ ッ タ ー 工 事
住 宅 内 部 に あ る 住 宅 ⽤の
イ ン ナ ー ガ レ ー ジ や住 宅 ⽤
の 物 置 のシ ャ ッ タ ー の 取 替
え ・修 繕 は 対 象 で す。
注 ︓ 住 宅 と 別 棟 の ⾞ 庫 、
又 は 別 棟 の 物 置 は 、 補
助 対 象 に で き ま せ ん 。

例︓既にキッチン（設備）や給湯設備などがある住宅に、それらとは別に
キッチンや給湯設備などを「追加」で設置する⼯事。

屋 根 、 屋 上 の 工 事
・ 葺 替 え
・ 塗 装 （住宅の寿命が延びるもの）
・ 張 替 え
・ 修 繕
・ 防 ⽔ 施 ⼯

内 装 工 事
傷 ん だ 壁 、 壁 紙 や 天 井 等 の修 繕
（ 張 替 え や 塗 替 え な ど ）

イ ン ナ ー ガ レ ー ジ の修 繕 工 事
・ 住 宅 内 部 に あ る 「 住 宅 ⽤ の

⾞ 庫 」 の 修 繕 ⼯ 事

外 壁 工 事
・ 張 替 え ・ 塗 装
・ 修 繕 ・ カ バ ー ⼯ 法
・ 傷 ん だ シ ー ル の打 替 え

床 工 事
・張替え
・ 傷 ん で い る 箇 所 の

修 繕 、 重 ね 張 り

雨 ど い 工 事
・補修
・取替え
・雨どいを新設する⼯事
は新設により⻑寿命化
になる場合対象になります。

「⻑寿命化工事」 に
該当しない例

屋根の耐震化、軽量化 / 基礎、柱、梁等の補強
耐⼒壁（筋交いなど）の増設 / 道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀の解体
耐震シェルターなど

耐 震 化 工 事 の
具 体 例

手すりの新設、増設 / 浴室、便所の改良（広くするなど）
玄関、廊下等の拡幅 / 床の段差解消 / 床表面の滑り⽌め
ホームエレベーター、⾞いす⽤EVの設置 など
注釈︓既設手すりなどの補修⼯事は⻑寿命化⼯事として申請してください

バリアフリー化工事の
具体例

白熱電球などの照明からLED照明への取り替え
（照明設備の「電球や蛍光管のみ」の取替えは対象外）
壁、窓などの断熱改修 / 窓への遮熱フィルム張り⼯事 / 遮熱塗装⼯事（外壁や屋根）
⾼効率給湯器への取替え
太陽光発電システム等の設置 な ど

省 エ ネ 化 工 事 の
具 体 例

⻑ 寿 命 化 工 事 の
具 体 例



7 補 助 対 象 に な る 設 備 な ど
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国 、 県 、 市 に よ る 他 の 補 助 制 度 の 対 象 と す る 工 事
補 助 ⾦ の ⼆ 重 交 付 と な る も の は 、 補 助 対 象 に で き ま せ ん 。 補 助 対 象 を 分 け る こ と が で き れ ば 、 可 能 な 場 合 が
あ り ま す 。 疑 義 の あ る も の は 、 必 ず 事 前 に 相 談 し て く だ さ い 。

住 宅 以 外 の ⽤ 途 部 分 （ 店 舗 な ど ） の 工 事
住 宅 以 外 の ⽤ 途 部 分 の 例 ︓ 店 舗 ・ 事 務 所 の 部 分 、 作 業 所 （ 農 作 業 所 等 ） 、 住 宅 と 別 棟 の 「 ⾞ 庫 」 「 物 置 」

⺟ 屋 と 同 じ 敷 地 内 に あ る 「 離 れ の み 」 の 工 事
⺟ 屋 の リ フ ォ ー ム ⼯ 事 を ⾏ わ な い 「 離 れ の み 」 の ⼯ 事 は 補 助 対 象 外 で す 。
離 れ （ ※ ） の ⼯ 事 は ⺟ 屋 も リ フ ォ ー ム ⼯ 事 を ⾏ う 場 合 に 補 助 対 象 に な り ま す 。
※ 「 離 れ 」 と は 、 ⺟ 屋 と 同 じ 敷 地 内 に 建 て ら れ て お り 、 離 れ の 内 部 に 居 室 が あ り 、 か つ 、 台 所 ・ 便 所 ・ 風 呂 の

い ず れ か が 備 え ら れ て い な い 建 物 の こ と で す 。 な お 、 ⾞ 庫 や 物 置 な ど の よ う に 内 部 に 居 室 が 無 い 建 物 は 、
「 離 れ 」 に 該 当 し ま せ ん 。 ま た 、 ⺟ 屋 と 同 じ 敷 地 内 に 建 て ら れ て い な い 「 離 れ 」 に つ い て は 、 い か な る 場 合 で も
補 助 対 象 外 で す 。

外 構 、 造 園 、 門 扉 の 工 事
庭 な ど の 住 宅 の 外 構 の ⼯ 事 、 生 垣 な ど の 造 園 ⼯ 事 、 門 扉 の 改 修 や 撤 去 の ⼯ 事 は 補 助 対 象 外 で す 。
井 ⼾ や 合 併 処 理 浄 化 槽 も 対 象 外 で す 。
た だ し 、 ブ ロ ッ ク 塀 と 、 付 随 す る 門 扉 の 解 体 は 補 助 対 象 に で き ま す 。
要 件 に つ い て は 8 ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。

住 宅 の 取 壊 し を ⾏ う だ け の 工 事
リ フ ォ ー ム ⼯ 事 を 伴 わ ず に 、 住 宅 の 全 部 又 は ⼀ 部 を 取 壊 す ⼯ 事 は 補 助 対 象 外 で す 。
た だ し 、 増 改 築 の た め に 住 宅 の ⼀ 部 を 取 壊 す ⼯ 事 は 補 助 対 象 に で き ま す 。

家 具 ( 代 ) 、 製 品 ( 代 ) 、 諸 経 費
次 の 家 具 ( 代 ) 、 製 品 ( 代 ) 及 び そ れ ら に 係 る 諸 経 費 は 、 補 助 対 象 外 で す 。
・ 取 り 外 し が 簡 単 に で き る 家 具 な ど （ 施 ⼯ 業 者 に よ る 取 付 け の 施 ⼯ が い ら な い も の ）

例 ︓ カ ー テ ン 、 ブ ラ イ ン ド 、 ソ フ ァ ー な ど の 家 具 、 調 度 品 、 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の 。
こ れ ら の 「 設 置 費 」 も 対 象 外 に な り ま す 。

・ 単 体 で 機 能 を 発 揮 す る 製 品 等 で 簡 単 に 設 置 で き る も の （ 施 ⼯ 業 者 に よ る 設 置 ⼯ 事 が 不 要 で あ る も の ）
例 ︓ 設 置 ⼯ 事 が 不 要 な ガ ス コ ン ロ 、 ゴ ミ 箱 、 テ レ ビ 、 電 子 レ ン ジ 、 扇 風 機 な ど 。

・ シ ロ ア リ 等 の 駆 除 剤 を 撒 く こ と に 要 す る 経 費
・ そ の 他 、 市 ⻑ が 補 助 基 礎 額 の 対 象 外 と す る 製 品

補 助 の 対 象 外 に な る 各 申 請 費 ⽤ 等
例 ︓ リ サ イ ク ル 費 ⽤ ・ ○ ○ 申 請 費 、 ○ ○ 手 数 料 、○ ○ 手 続 き 費

許 可 申 請 費 ⽤な ど は 補 助 対 象 外 で す 。

こ れ ら の 補 助 対 象 外 と な る 工 事 費 等 は
「 補 助 対 象 工 事 費 」 か ら 除 い て く だ さ い

8 補 助 対 象 外に な る 工 事 ・家 具 等

（⼯具を⽤いずに簡単に取外しができる棚は補助対象外）
（住宅から離れるように、庭先や塀に設置するポストは補助対象外）

補 ⾜

・設計費（リフォーム⼯事のための設計にかかる費⽤のこと）
・現場の監理（管理）費
・敷地内のガス（管）工事や、水道（管）工事など、給排水工事にかかる施工の費⽤

・ユニットバス（ た だ し 、 浴 槽 の 蓋 な ど の 取 り 外 し が で き る 備 品 は 補 助 対 象 外 ）
・洗面化粧台
・カーテンレール（ た だ し 、 カ ー テ ン の 製 品 代 と 取 り 付 け 費 は 補 助 対 象 外 ）
・便器
・キッチン、流し台、IHクッキングヒーター、ビルトインコンロ
・風除室（ 住 宅 の 玄 関 な ど に 接 続 さ れ る も の ）
・インナーガレージなどのシャッター ( 住 宅 ⽤ の も の に 限 る )
・給湯器（ 住 宅 の 外 壁 、 内 壁 に 取 り 付 け る も の ）
・壁に固定するように取り付ける棚やポストなど
・エアコン ・換気扇（ フ ー ド も 対 象 ）
・テレビのアンテナ（屋 根 や 外 壁 な ど に 施 ⼯ 業 者 が 取 付 け る も の が 補 助 対 象 ）

設 備 業 者 な ど で の 施 工 が 必 要 な 、 取 り 外 し や 移 動 が 簡 単 に は で き な い 据 え 付 け の 設 備
（これに該当する場合は、製品代も補助対象。ただし、設備のリース代は補助対象外です。）

補 助 対 象 と な る
設 備 の 条 件

補 助 対 象 と な る
製 品 の 例

補 助 対 象 と な る
諸 経 費 等 の 例



9 ブロック塀等の撤去工事について

次 の ① 、 ② 、 ③ の 全 て の 要 件 を 満 た し て い る ブ ロ ッ ク 塀 等 が 補 助 対 象 に な り ま す 。

・ 既 存 ブ ロ ッ ク 塀 等 の 全 部 を 解 体 し 撤 去 す る ⼯ 事
・ ブ ロ ッ ク 塀 等 の 上 部 を 撤 去 す る こ と によ っ て 塀 が 面 す る 道 路 か ら の ⾼ さ を 0 . 6 m 未 満 に

す る ⼯ 事 ※ ブ ロ ッ ク で ２ 段 以 下 を 想 定 し て い ま す 。

8

撤 去 工 事 は 次 の い ず れ か が 対 象

新 設 工 事 は 次 に 該 当 す る 工 事 が 対 象
ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 ⼯ 事 と 併 せ て ⾏ う

ブ ロ ッ ク 塀 の 跡 地 に 軽 量 な フ ェ ン ス や

生 垣 な ど を 新 設 す る ⼯ 事 。

な お 、 ブ ロ ッ ク 塀 の 再 築 は 補 助 対 象 外 で す 。

質 問 ① ︓ 「 ブ ロ ッ ク 塀 等 」 と は ど の よ う な も の が 対 象 で す か ︖
回 答 ① ︓ コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 、 レ ン ガ 、 ⼤ ⾕ 石 等 の 組 積 造 の 塀 や 、 組 み ⽴ て 式 コ ン ク リ ー ト 塀 、 ⼟ 塀 、 ⽡ 屋 根 が

の っ た 板 塀 、 石 の 列 柱 塀 な ど で す 。

質 問 ② ︓ 補 助 対 象 と な る 除 却 費 ⽤ は ブ ロ ッ ク 塀 の 運 搬 ・ 処 分 費 も 含 ま れ ま す か ︖
回 答 ② ︓ 含 ま れ ま す 。

質 問 ③ ︓ 既 存 ブ ロ ッ ク 塀 の 補 強 工 事 費 ⽤ に つ い て は 補 助 対 象 に な り ま す か ︖
回 答 ③ ︓ 補 強 ⼯ 事 費 ⽤ は 対 象 に な り ま せ ん 。 除 却 ⼯ 事 に 要 す る 費 ⽤ 、 又 は 除 却 ⼯ 事 に 併 せ て ⾏ う 軽 量 な

フ ェ ン ス ・ 生 垣 な ど を 新 設 す る ⼯ 事 が 補 助 対 象 に な り ま す 。

質 問 ④ ︓ 除 却 工 事 に か か る 費 ⽤ と し て 、 ど の よ う な も の が 補 助 対 象 と な り ま す か ︖
回 答 ④ ︓ 撤 去 費 、 処 分 費 、 運 搬 費 、 仮 設 費 、 安 全 対 策 費 （ 交 通 誘 導 員 等 ） 、 撤 去 部 分 の 補 修 費

（ モ ル タ ル 笠 ⽊ 、 整 地 等 ） 、 ⼯ 具 ・ 消 耗 品 費 、 諸 経 費 等 が 対 象 に な り ま す 。

①ブロック塀等が、道路や通学路などに面していること（面していない部分は補助対象外）

②塀等の道路面からの高さが0.6ｍ以上であること
③地震時に転倒および倒壊する危険性があること（健全なブロック塀等は対象外）

ブロック塀等の除却工事等も補助対象です。
対象になる要件は下記のとおりです。

質 問 と 回 答

補 助 対 象 と な る ブ ロ ッ ク 塀 等 の 要 件

補 助 対 象 に な る 工 事 内 容



注 ︓ 「 ２ 世 帯 住 宅 （ 3 世 代 同 居 ） 」
の 場 合 の 記 入 例 で す

「住宅の地名地番」は「固定資産税課税明細書」や
住宅の「登記簿」に記載されています

1 0 「補助⾦交付申請書」の記入例
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交 付 申 請 書 の 裏 面 の 「 誓 約 事 項 」 と 「 同 意 事 項 」 を 確 認 し 、 同 意 ・ 誓 約 す る 場 合 は ⾃ 署 し て く だ さ い 。

国や⾃治体（柏崎市を含む）の他の助成⾦
や補助⾦を受けている工事個所については、
補助対象工事費に計上することが出来ません。

第１号様式（第５条関係） 

柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 

令和〇年 〇月 〇日 

  柏崎市長     様 

申請者  〒９４５－８５１１        

住 所 柏崎市日石町２－１       

（ふりがな） かしわざき はなこ 
氏 名  柏崎 花子 

（電話：０２５７－ ２１ －〇〇〇〇） 

柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 記  

１ 事業概要 

２ 事業費 

総 工 事 費 １,９００,０００円（税込み） 

 補助対象工事費（補助基本額） １，３１１,０００円（税込み） 

補  助  金  額（補助基本額×補助率※１） ３２７,７５０円      

交 付 申 請 額（千円未満切捨て） ３２７,０００円 

 

所 在 地 柏崎市日石町１５６６ 

住宅所有者 1 申請者と同じ 2 二親等以内

の親族 

親族の氏名 柏崎 太郎 

親族の住所 柏崎市日石町２－１ 

申請者との続柄 父 

施 工 者 

住 所 ･ 所 在 柏崎市日石町〇〇―〇 

氏 名 ･ 名 称 
〇〇工務店 

建築 治郎 
電話 0257-22-○○○○ 

リフォーム種類 
☑住宅リフォーム工事 

□空き家リフォーム工事（空き家の住所：柏崎市                 ） 

加 算 区 分 □なし □子育て世帯又は若者世帯 
☑２世帯住宅（３世代同居）世帯 

（☑申請時に適合 □実績時までに適合） 

必 須 工 事の 

内容 

☑長寿命化 

□ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 

□省エネ化 

□耐震化 

（具体的な工事内容） 

外壁の張替え 

必須工事以外の 

工事の内容 

（具体的な工事内容） 

屋根の葺き替え 

予定工事期間 令和〇年 〇月 〇日 ～    令和〇 年 〇月 〇日 

住宅の所有者が申請者の⼆親等以内
の親族の場合（本⼈を除く）は
２に○をつけて、氏名、住所、続柄を
記入してください

     

申請者氏名（自署） 
☑ 誓約事項に誓約いたします 

世帯主氏名（自署） 

※ 

かしわざき はなこ  かしわざき たろう   

柏崎 花子 柏崎 太郎 

 

ふりがな ふりがな 

柏崎 花子 

写真及び図面はこれに該当する分のみを添付し、
必要に応じて図面に⾊付けを⾏ってください。



1 1 「完了実績報告書」の記入例

注 ︓ ２ 世 帯 住 宅 の 場 合 の 記 入 例 で す
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第３号様式（第８条関係） 

柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金変更交付申請書 

 兼 完了実績報告書 

年  月  日 

   柏崎市長     様 

補助対象者 〒 ９４５－８５１１      

住 所 柏崎市日石町２－１        

氏 名 柏崎 花子            

（電話：０２５７－ ２２ －〇〇〇〇）  

 令和７年 ４月２３日付け建第３０００号の２で補助金の交付決定を受けた補助事業が完

了したので、下記のとおり報告します。 

記 

 １ 補助金の交付決定額     金   ３２７，０００ 円 

 ２ 事業概要 

所 在 地 柏崎市日石町１５６６ 

リフォーム種類 ☑住宅リフォーム工事      □空き家リフォーム工事 

加 算 区 分 □なし □子育て世帯又は若者世帯 ☑２世帯住宅（３世代同居）世帯 

工 事 期 間 年  月  日～        年  月  日 

総 工 事 費 ２,５１０,３００円（税込み） 

 
補助対象工事費 

（補助基本額） 
２,４１２,２３０円（税込み） 

補助金額 ６０３,０５７円 

変更交付申請額 

実績兼請求額 
３２７,０００円 

  工事内容に変更があった場合（※変更見積書を提出してください。） 
☑必須工事の変更あり（□バリアフリー化 □省エネ化 □耐震化 □長寿命化）□必須工事の変更なし 

変更内容 

（交付申請時の工事内容

との変更点） 

(変更があった場合の記入例) 

・外壁塗装工事を追加して増額した。 
 

 

補 助 金 振 込 先 金 融 機 関 

銀行 信金 信組 

  農協 労金 

本店 支店  

支所 出張所 

振
込
口
座 

店番号 種    目 口  座  番  号 

   
普 通 ・ 当 座 

       

フ リ ガ ナ カシワザキ ハナコ 

柏崎 花子 口座名義 

（申請者） 

第２号様式（第６条関係） 

柏 崎 市 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 補 助 金交 付 決 定 通 知 書 

建 第３０００号の２

令和７（２０２５）年４月２３日

   柏崎 花子 様 

柏崎市長        □印   

 〇〇〇年○○月○○日付けで交付申請のあった補助事業について、下記のとおり交付する

ことに決定したので、通知します。 

記 

 １ 交付決定額      金  ３２７，０００  円 

この⽇付等は交付決定通知書の
右上の⽇付・番号を記入してください

工事完了⽇は
領収書の領収⽇を
記入してください

加算区分ごとの補助率を
乗じた⾦額になります

この⾦額は交付決定額
以上にはなりません

必須工事の種類を変更し
た場合は、「必須工事の
変更あり」に を記入して
ください。



お 住 ま い の 住 宅 ・空 き 家 共 通 ❶

Q 1 既 に ⾏ っ た リ フ ォ ー ム 工 事 は 補 助 の 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 申 請 前 に 既 に ⾏ っ た ⼯ 事 の 部 分 は 補 助 対 象 に で き ま せ ん 。

ま た 、 申 請 し て も 交 付 決 定 を 受 け る 前 に 着 手 し た ⼯ 事 は 対 象 に で き ま せ ん 。

Q 2 柏 崎 市 在 住 者 は 「 住 ⺠ 票 の 写 し 」 と 「 市 税 納 税 証 明 書 」 の 提 出 が 不 要 に な っ た の で す か ︖
A 2 交 付 申 請 書 の 裏 面 で 、 申 請 者 の 居 住 、 納 税 状 況 に つ い て 市 が 閲 覧 ・ 確 認 す る こ と に 同 意 し て い た だ く 場 合 は 提 出

は 不 要 で す 。
た だ し 、 申 請 者 が 市 外 に お 住 ま い の 場 合 は 確 認 す る こ と が で き な い の で 、 お 住 ま い の 市 区 町 村 の 住 ⺠ 票 の 写 し と
納 税 証 明 書 を 取 得 し 、 提 出 し て く だ さ い 。

Q 3 過 去 に 「 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 」 の 補 助 ⾦ を 受 け て い る 場 合 は 申 請 で き ま す か ︖
A 3 以 下 の ① と ② の 両 方 の 条 件 を 満 た す 場 合 に 限 り 、 2 度 目 の 申 請 が で き ま す 。

① ︓ 「 子 育 て 世 帯 」 又 は 「 ２ 世 帯 住 宅 （ ３ 世 代 同 居 ） 」 の 要 件 を 満 た す こ と 。
② ︓ 過 去 に 「 子 育 て 世 帯 」 又 は 「 ２ 世 帯 住 宅 （ ３ 世 代 同 居 ） 」 の 区 分 で 補 助 ⾦ を 受 け て い な い こ と 。

※ 2 度 目 の 補 助 上 限 額 は 、 加 算 分 の み （ 子 育 て 世 帯 は ２ ０ 万 円 ・ ２ 世 帯 住 宅 （ ３ 世 代 同 居 ） は 2 ５ 万 円 ）

Q 4 申 請 後 に 工 事 が 中 止 に な っ た 場 合 は 、 以 後 の 補 助 は 受 け ら れ ま す か ︖
A 4 中 ⽌ す る 場 合 は 速 や か に 「 補 助 事 業 中 ⽌ 届 」 を 建 築 住 宅 課 に 提 出 し て く だ さ い 。

Q 5 「 ⼦ 育 て 世 帯 」 、 「 若 者 世 帯 」 又 は 「 2 世 帯 住 宅 （3世代同居）」 で あ れ ば 、 何 度 で も 申 請 で き ま す か ︖
A 5 「 Q 3 」 の ② の と お り で 、 ⼀ 度 で も 「 子 育 て 世 帯 」 、 「 若 者 世 帯 」 又 は 「 2 世 帯 住 宅 （3世代同居）」 で 補 助 を

受 け た 方 は 再 度 の 利 ⽤ ( 申 請 ) を す る こ と は で き ま せ ん 。

Q 6 数 回 に 分 け て 工 事 を ⾏ い 、 そ れ ぞ れ の 工 事 に 対 し て 補 助 を 受 け る こ と は で き ま す か ︖
A 6 １ つ の 住 宅 に ２ 度 の 補 助 ⾦ の 利 ⽤ （ 申 請 ） は で き ま せ ん 。 申 請 額 が 限 度 額 に 満 た な い 場 合 で も １ 度 限 り の

利 ⽤ に な り ま す 。 た だ し 、 「 Q 3 」 と 同 様 に 、 条 件 を 満 た す と 、 次 年 度 以 降 に ２ 度 目 の 申 請 が 可 能 に な り ま す 。

Q 7 工 事 着 手 は い つ か ら で き ま す か ︖
A 7 ⼯ 事 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ で 交 付 申 請 時 に お 渡 し す る 受 付 番 号 （ 抽 選 番 号 ） を 確 認 い た だ く か 、 又 は 交 付 決 定

通 知 書 が 届 い た 後 に 着 手 で き ま す 。

Q 8 い つ ま で に 工 事 を 完 了 し な け れ ば い け ま せ ん か ︖
A 8 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 令 和 ８ ( 2 0 2 ６ ) 年 2 ⽉ 2 ７ 日 ( ⾦ ) で す 。

必 ず 、 こ の 日 ま で に ⼯ 事 を 完 了 し 、 報 告 し て く だ さ い 。 期 限 を 超 過 し た 場 合 、 補 助 ⾦ 交 付 が で き ま せ ん 。

Q 9 工 事 を 複 数 の 施 工 業 者 に 依 頼 し た 場 合 で も 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 9 交 付 申 請 書 に 各 施 ⼯ 業 者 の ⾒ 積 書 を 添 付 し 、 合 計 の ⼯ 事 費 が 確 定 す る と と も に 、 写 真 の ⽤ 意 が 可 能 で あ れ ば

補 助 対 象 に で き ま す 。 た だ し 、 全 て の 施 ⼯ 業 者 が 、 市 内 に 本 社 が あ る 法 ⼈ 事 業 者 、 又 は 市 内 に 住 ⺠ 登 録
し て い る 個 ⼈ 事 業 者 で あ る こ と が 補 助 要 件 に な り ま す 。
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Ｑ ＆ Ａ
令 和 ７ 年 度



Q 1 0 申 請 書 に 添 付 す る 図 面 は 何 が 必 要 で 、 ど の よ う な 内 容 を 記 入 す れ ば い い で す か ︖
A 1 0 ・ ⼯ 事 を ⾏ う 部 分 が わ か る 図 面 （ 平 面 図 や ⽴ 面 図 な ど ） を 添 付 し て く だ さ い 。

・ 図 面 に は 、 ⼯ 事 範 囲 と ⼯ 事 内 容 を 図 示 し て く だ さ い 。
・ 店 舗 併 ⽤ 住 宅 の 場 合 は 、 必 ず 、 全 て の 階 の 建 物 全 体 が 分 か る 平 面 図 を 添 付 し 、 住 宅 部 分 と 住 宅 以 外 ⽤ 途

の 床 面 積 を 記 ⼊ し て く だ さ い 。
※ 定 規 等 を 使 ⽤ し な い フ リ ー ハ ン ド 図 は 不 可 で す 。 ま た 、 各 箇 所 の 寸 法 を 必 ず ⼊ れ て く だ さ い 。

・ 必 須 ⼯ 事 は 、 ⼯ 事 前 と ⼯ 事 後 の 仕 様 を 具 体 的 に 記 ⼊ し 、 性 能 ・ 機 能 が 向 上 す る こ と が わ か る よ う に 記 ⼊ し て
く だ さ い 。

Q 1 1 「 交 付 申 請 書 （ 申 し 込 み 時 ） 」 に 添 付 す る 写 真 は 、 工 事 す る 部 分 全 て 必 要 で す か ︖
A 1 1 ・ 補 助 対 象 と す る ⼯ 事 部 分 の 全 て が 必 要 で す 。

例 1 ） 外 壁 の 4 面 張 り 替 え ⼯ 事 → 外 壁 4 面 全 て の 写 真 が 必 要 で す 。
例 2 ） 外 壁 2 面 と 屋 根 の 葺 き 替 え ⼯ 事 → 外 壁 2 面 と 屋 根 の 写 真 が 必 要 で す 。
※ 敷 地 が 狭 い こ と な ど の 理 由 に よ り 、 外 壁 全 体 が 映 ら な い 場 合 は 、 壁 の ⼀ 部 で 構 い ま せ ん 。

・ 省 エ ネ 化 ⼯ 事 の 場 合 、 既 存 部 分 の 性 能 ・ 機 能 が わ か る 写 真 を お 願 い し ま す 。
・ デ ー タ 等 は 消 さ ず に 管 理 し て く だ さ い （ 実 績 報 告 時 に も 必 要 と な り ま す 。 ） 。

Q12 交付決定後に「追加工事」や「工事費の増減額」が発⽣した場合は、補助⾦額の変更は認められますか︖
A 1 2 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 ⾦ 額 を 決 定 し て い る 都 合 上 、 補 助 ⾦ 額 の 増 額 は で き ま せ ん 。

「 補 助 対 象 ⼯ 事 費 」 が 減 額 す る 場 合 は 補 助 ⾦ 額 が 減 額 さ れ ま す 。 ⼯ 事 の ⼀ 部 取 り ⽌ め な ど で ⼯ 事 費 が 減 額
に な る 場 合 は 、 実 績 報 告 の 際 に 減 額 後 の 「 補 助 対 象 ⼯ 事 費 」 か ら 補 助 ⾦ 額 を 計 算 し ま す 。
⼯ 事 費 の 増 額 又 は 減 額 の い ず れ の 場 合 も 、 実 績 報 告 書 に 変 更 後 の ⾒ 積 書 を 添 付 し て く だ さ い 。

Q 1 3 「 完 了 実 績 報 告 書 」 に 添 付 す る 写 真 は ど の よ う な も の が 必 要 で す か ︖
A 1 3 補 助 対 象 と す る 部 分 の ⼯ 事 前 ・ ⼯ 事 中 ・ 完 了 の 写 真 全 て 必 要 で す 。

注 1 ） 様 式 は 、 実 績 報 告 書 に 添 付 さ れ て い る も の を 使 ⽤ し て く だ さ い 。 枚 数 が ⾜ り な い 場 合 は 、 適 宜 、 各 自 で
追 加 し て く だ さ い 。

注 2 ） 様 式 の 写 真 横 に ⼯ 事 箇 所 名 を 記 ⼊ し て 提 出 し て く だ さ い 。
注 3 ） ⼯ 事 に 変 更 が 生 じ 、 そ の 部 分 も 補 助 対 象 に す る 場 合 は 、 そ の 部 分 の 写 真 も 提 出 し て く だ さ い 。

Q 1 4 国 、 県 、 市 が ⾏ う 他 の 補 助 事 業 と 、 住 ま い 快 適 リ フ ォ ー ム 事 業 を 併 ⽤ す る こ と は で き ま す か ︖
A 1 4 同 じ ⼯ 事 箇 所 （内容）を 重 複 し て 補 助 対 象 と す る こ と は で き ま せ ん 。

た だ し 、 補 助 対 象 を 明 確 に 分 け る こ と が で き る 場 合 は 併 ⽤ す る こ と が で き る こ と が あ り ま す 。
ま た 、 ⼯ 事 費 を 直 接 の 補 助 対 象 と し な い 助 成 ⾦ に つ い て は 重 複 し て 利 ⽤ す る こ と が で き ま す （ 例 ︓ 柏 崎 市
Ｕ ・ Ｉ タ ー ン 住 宅 資 ⾦ 助 成 ⾦ な ど ）
※ 疑 義 の あ る も の は 、 必 ず 事 前 に 相 談 し て く だ さ い （ 回 答 に 時 間 を 要 す る こ と も 考 え ら れ ま す の で 、

相 談 は 具 体 的 か つ 早 め に し て く だ さ い 。 ）

Q 1 5 補 助 ⾦ は い つ 交 付 （ 口 座 へ の 振 り 込 み ） さ れ ま す か ︖
A 1 5 実 績 報 告 書 を 提 出 し て か ら 、 約 １ か ⽉ 半 後 に 交 付 し ま す 。

交 付 の 前 に 、 市 か ら 申 請 者 に 確 定 通 知 書 と ⽀ 払 予 定 日 の 書 類 を 郵 送 し ま す 。
実 績 報 告 書 を 提 出 後 、 報 告 内 容 が 審 査 さ れ 補 助 が 確 定 し ま す 。
口 座 番 号 の 間 違 い な ど 、 実 績 報 告 書 の 内 容 に 不 備 が あ る と ⽀ 払 い が で き な い の で ご 注 意 く だ さ い 。

Q 1 6 「 完 納 証 明 書 」 と は 何 で す か ︖
A 1 6  「 完 納 証 明 書 」 と は 、 居 住 地 の 市 区 町 村 税 の 全 て に 未 納 が な い こ と を 証 明 す る も の で す 。

自 治 体 の 税 担 当 窓 口 で 発 ⾏ し て い ま す 。 完 納 証 明 書 を 発 ⾏ し て い な い 市 区 町 村 に 居 住 さ れ て い る 方 は 、 こ れ に
代 わ る も の と し て 「 納 税 証 明 書 」 を 添 付 し て く だ さ い 。
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工 事 の 内 容 に 関 す る こ と
（ お 住 ま い の 住 宅 ・ 空 き 家 共 通 の 事 項 ）

Q 1 必 須 工 事 以 外 の 工 事 も 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 必 須 ⼯ 事 を １ つ 以 上 ⾏ う こ と で 、 必 須 ⼯ 事 以 外 の リ フ ォ ー ム ⼯ 事 に つ い て も 補 助 対 象 に で き ま す 。

た だ し 、 補 助 率 、 補 助 ⾦ 交 付 限 度 額 が あ り ま す の で 、 そ の 部 分 を よ く 確 認 し て く だ さ い 。

Q 2 新 た に 部 屋 を 増 築 す る 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 2 既 存 住 宅 に 接 続 す る 形 で の 増 築 ⼯ 事 は 、 必 須 ⼯ 事 を 住 宅 の い ず れ か の 箇 所 に ⾏ う こ と で 補 助 対 象 に で き ま す 。

Q 3 張 り 替 え 工 事 な ど に 伴 う 、 既 存 の 材 料 の 撤 去 費 は 、 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 3 補 助 対 象 と な る 張 り 替 え ⼯ 事 な ど で あ れ ば 、 撤 去 費 も 含 め て 補 助 対 象 に で き ま す 。

Q 4 住 宅 の ⼀ 部 を 解 体 し て 、 解 体 し た 部 分 に 増 改 築 す る 場 合 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 4 必 須 ⼯ 事 を 住 宅 の い ず れ か の 箇 所 に ⾏ う こ と で 、 解 体 費 、 増 築 費 の い ず れ も 補 助 対 象 に で き ま す 。

Q 5 仮 設 ⾜ 場 、 ク レ ー ン な ど の 「 重 機 費 」 は 補 助 の 対 象 に で き ま す か ︖
A 5 補 助 対 象 に し た ⼯ 事 に 係 る 分 の 重 機 費 は 、 補 助 対 象 に で き ま す 。

Q 6 風 除 室 の 取 り 付 け は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 6 風 除 室 を 取 り 付 け る こ と で 住 宅 が ⻑ 寿 命 化 さ れ る 、 又 は 玄 関 や 部 屋 な ど の 断 熱 性 能 の 向 上 が ⾒ 込 め る 、 な ど

の 場 合 は 必 須 ⼯ 事 の 「 ⻑ 寿 命 化 ⼯ 事 」 又 は 「 省 エ ネ 化 ⼯ 事 」 に 該 当 す る た め 、 補 助 対 象 に で き ま す 。

Q 7 住 宅 内 の ⼀ 部 に あ る ⾞ 庫 部 分 の リ フ ォ ー ム 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 7 イ ン ナ ー ガ レ ー ジ の よ う に 、 住 宅 と ⾞ 庫 が 構 造 的 に ⼀ 体 に な っ て い る （ つ な が っ て い る 状 態 の こ と ） と 、 補 助 対 象

に で き ま す 。 カ ー ポ ー ト 又 は 別 棟 の ⾞ 庫 の よ う に 、 住 宅 と 構 造 的 に 離 れ て い る ⾞ 庫 は 補 助 対 象 外 で す 。

Q 8 住 宅 の 「 離 れ 」 の リ フ ォ ー ム 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 8 ⺟ 屋 の ⼯ 事 と あ わ せ て 申 請 す る 場 合 は 補 助 対 象 に で き ま す 。 な お 、 こ の リ フ ォ ー ム 事 業 に お い て の 「 離 れ 」 と は 、

そ の 建 物 の 内 部 に 居 室 が あ り 、 か つ 、 台 所 ・ 便 所 ・ 風 呂 の い ず れ か が 備 え ら れ て お ら ず 、 ⺟ 屋 と 同 じ 敷 地 内 に
建 て ら れ て い る 建 物 の こ と で す 。

Q 9 店 舗 等 併 ⽤ 住 宅 の 店 舗 部 分 の リ フ ォ ー ム 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 9 店 舗 等 部 分 の ⼯ 事 費 （ ⾜ 場 な ど も ） は 補 助 対 象 外 で す 。 住 宅 部 分 に 係 る ⾜ 場 は 補 助 対 象 に で き ま す 。

そ の 場 合 は 、 申 請 時 に ⾒ 積 書 で 住 宅 部 分 と 店 舗 部 分 の ⾜ 場 、 共 通 費 、 仮 設 費 、 諸 経 費 な ど に つ い て 住 宅 部 分
と 按 分 す る な ど し 、 明 確 に 分 け た 上 で 、 「 補 助 対 象 ⼯ 事 費 」 を 計 算 し て く だ さ い 。

Q 1 0 住 宅 部 分 と 店 舗 な ど の 非 住 宅 部 分 と の 「 共 ⽤ 部 分 」 の 補 助 基 本 額 は ど の よ う に な り ま す か ︖
A 1 0 住 宅 部 分 と 非 住 宅 部 分 の 床 面 積 の 割 合 で 案 分 し 、 計 算 し て く だ さ い 。

Q 1 1 新 し く エ ア コ ン を 取 り 付 け る 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 1 施 ⼯ 業 者 に よ る 設 置 ⼯ 事 が 必 要 で あ れ ば 、 エ ア コ ン の 製 品 代 と 施 ⼯ 費 を 補 助 対 象 に で き ま す 。

な お 、 エ ア コ ン の 新 設 に つ い て 、 そ の 取 付 け が 「 省 エ ネ 化 ⼯ 事 」 に 該 当 し な い 場 合 は 、 必 須 ⼯ 事 に な ら な い の で
他 の 必 須 ⼯ 事 を 併 せ て ⾏ う 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 エ ア コ ン の ガ ス の 補 充 、 リ サ イ ク ル 費 は 補 助 対 象 外 で す 。

Q 1 2 照 明 器 具 を 入 れ 替 え る 工 事 は 補 助 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 2 住 宅 と ⼀ 体 と な っ て い る 照 明 （ シ ー リ ン グ ラ イ ト の よ う な 天 井 直 付 け 型 の 照 明 な ど ） は 補 助 対 象 に で き ま す 。

ス タ ン ド ラ イ ト な ど の 移 動 や 持 ち 運 び が 簡 単 に で き る 照 明 は 、 製 品 代 も 含 め て 補 助 対 象 外 で す 。

Q 1 3 タ ン ス 等 の 調 度 品 類 は 補 助 の 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 3 部 屋 内 に 置 く だ け の よ う な 、 ⽐ 較 的 簡 単 に 移 動 、 設 置 が で き る タ ン ス な ど の 調 度 品 類 の 購 ⼊ 代 ⾦ と 設 置 費 ⽤ は

補 助 対 象 外 で す 。 住 宅 と ⼀ 体 に な る 造 り つ け の 収 納 又 は 棚 は 補 助 対 象 に で き ま す 。
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Q 1 「 空 き 家 」 と は 、 ど の よ う な も の で す か ︖ （ 「 空 き 家 」 の 定 義 ）
A 1 こ の 補 助 事 業 に お け る 「 空 き 家 」 と は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の で す 。

① 交 付 申 請 前 の １ 年 の 間 に 誰 も 住 ん で い な い 個 ⼈ 所 有 の 家 屋
② 市 の 空 き 家 バ ン ク を 通 じ て 購 ⼊ 又 は 賃 貸 さ れ た 住 宅
※ 「 誰 も 住 ん で い な い 」 状 態 が １ 年 未 満 の 場 合 、 「 空 き 家 リ フ ォ ー ム ⼯ 事 」 に は 該 当 し ま せ ん が 、 住 宅 リ フ ォ ー ム

補 助 ⾦ の 交 付 申 請 を ⾏ う こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 の 補 助 上 限 額 は 、 住 宅 リ フ ォ ー ム ⼯ 事 と 同 じ に な り ま す 。

Q 2 申 請 で き る の は 、 ど の よ う な ⼈ で す か ︖
A 2 ⼊ 居 前 に リ フ ォ ー ム ⼯ 事 を 考 え ら れ て お り 、 ⼯ 事 後 た だ ち に 居 住 を 開 始 し 、 定 住 す る 方 で 、 か つ 、 そ の 空 き 家 住 宅 を

所 有 又 は 賃 借 し て い る 方 で す 。

Q 3 こ れ か ら 柏 崎 市 に 転 入 す る 予 定 で す 。 ⼀ 時 的 に 柏 崎 市 内 の ア パ ー ト に 住 む な ど 、 転 入 し て か ら 申 請 し た
場 合 は 市 外 か ら の 転 入 者 と し て 申 請 す る こ と は で き ま す か ︖

A 3  補 助 上 限 額 は 「 交 付 申 請 時 の 」 申 請 者 の 住 所 に よ り 判 断 し ま す 。
そ の た め 、 交 付 申 請 前 に 柏 崎 市 に 転 ⼊ し た 場 合 は 、 「 市 内 転 居 」 に な り ま す 。

Q 4  １ 年 以 上 誰 も 住 ん で い な い こ と を 、 ど の よ う に 確 認 す る の で す か ︖
A 4 次 の い ず れ か の 書 類 を 交 付 申 請 時 に 添 付 い た だ き 、 そ の 書 類 に よ り 確 認 し ま す 。

① 「 1 年 以 上 空 き 家 で あ る こ と の 証 明 書 （ 取 扱 要 領 別 記 第 3 号 様 式 ） ※ 該 当 町 内 会 ⻑ 等 の 署 名 が 必 要
② 柏 崎 市 上 下 ⽔ 道 局 が 発 ⾏ す る ⽔ 道 の 使 ⽤ 実 績 表 （ ※ 手 続 き は 、 上 下 ⽔ 道 局 料 ⾦ セ ン タ ー へ ご 確 認 く だ さ い 。 ）

Q 5 空 き 家 を 掃 除 な ど 管 理 す る た め に 水 道 を 利 ⽤ し て い ま す が 対 象 に な り ま す か ︖
A 5 A 4 で 記 載 し た 「 ② 柏 崎 市 上 下 ⽔ 道 局 が 発 ⾏ す る ⽔ 道 の 使 ⽤ 実 績 表 」 に お い て 、 申 請 前 １ 年 間 の ⽉ 平 均 値 が

「 5 ⽴ 法 メ ー ト ル （ ※ ） 」 未 満 で あ れ ば 、 対 象 に で き ま す 。
※ 過 去 の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 補 助 ⾦ 交 付 対 象 実 績 の あ る 空 き 家 か ら 算 出 し た も の で す 。

空 き 家 を リ フ ォ ー ム す る 場 合
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⻑ 寿 命 化 工 事
Ｑ 1 ⻑ 寿 命 化 工 事 と は ど の よ う な 工 事 で す か ︖
A 1 リ フ ォ ー ム ⼯ 事 を ⾏ う こ と で 住 宅 の 寿 命 が 延 び る ⼯ 事 の こ と で す 。

⼯ 事 の 例 は 手 引 き の 6 ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。

バ リ ア フ リ ー 化 工 事
Ｑ 1 浴 室 を ユ ニ ッ ト バ ス に し て 、 脱 衣 室 間 の 床 の 段 差 を 解 消 す る こ と は バ リ ア フ リ ー 化 工 事 に な り ま す

か ︖
A 1 バ リ ア フ リ ー 化 ⼯ 事 に な り ま す 。

Q 2 既 に 壁 等 に 取 付 け ら れ て い る 手 す り を 取 り 替 え る 工 事 は 、 対 象 と な り ま す か ︖
A 2 既 に 取 付 け ら れ て い る 手 す り 等 の 取 り 替 え は 、 「 ⻑ 寿 命 化 ⼯ 事 」 と な り ま す の で 、 対 象 と な り ま す 。

省 エ ネ 化 工 事
Q 1 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 へ の 取 替 え は 「 電 球 だ け 」 の 取 り 替 え で も 必 須 工 事 の 対 象 に で き ま す か ︖
A 1 電 球 だ け の 取 り 替 え は 必 須 ⼯ 事 の 対 象 に で き ま せ ん 。 必 須 ⼯ 事 に す る た め に は 、 照 明 器 具 を 製 品 丸 ご と

取 替 え る 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 L E D 照 明 器 具 を 、 申 請 者 本 ⼈ が 購 ⼊ し 、 取 り 付 け る こ と で 、 ⼯ 事 費 が
発 生 し な い 場 合 も 補 助 対 象 に で き ま せ ん 。

Q 2 太 陽 光 を 利 ⽤ し た 温 水 シ ス テ ム の 取 り 替 え は 、 省 エ ネ 化 工 事 に な り ま す か ︖
A 2 現 在 の 、 熱 エ ネ ル ギ ー （ 灯 油 ・ ガ ス ・ 電 気 ） を 使 ⽤ し た 温 ⽔ 器 か ら 、 太 陽 光 （ 自 然 エ ネ ル ギ ー ） を 利 ⽤ し た

温 ⽔ 器 に 取 り 替 え る 場 合 は 省 エ ネ 化 ⼯ 事 に な り ま す 。 申 請 で 、 現 在 の 温 ⽔ 器 の 仕 様 と リ フ ォ ー ム 後 の 仕 様 を
図 面 ・ カ タ ロ グ な ど で 示 し 、 省 エ ネ 化 さ れ る 内 容 に つ い て 明 示 し て く だ さ い 。

Q 3 室 内 側 に 樹 脂 サ ッ シ を 取 り 付 け る 工 事 （ 内 窓 取 り 付 け ） は 、 省 エ ネ 化 工 事 に な り ま す か ︖
A 3 取 り 付 け る こ と で 窓 が 断 熱 化 さ れ る の で 省 エ ネ 化 ⼯ 事 に な り ま す 。

Ｑ 4 増 築 部 分 の 壁 の 工 事 は 、 省 エ ネ 化 工 事 に で き ま す か ︖
A 4  増 築 部 分 に 新 た に 取 り 付 け る 窓 や 壁 な ど が 、 増 築 前 の 窓 や 壁 な ど の 断 熱 性 能 よ り 向 上 す れ ば 、 省 エ ネ 化

⼯ 事 と し て 扱 わ れ ま す 。 申 請 で は 、 増 築 前 の 仕 様 と 増 築 後 の 仕 様 に つ い て 、 図 面 な ど で 明 示 し て く だ さ い 。

Q 5 エ ア コ ン の 取 り 替 え は 「 省 エ ネ 化 工 事 」 に な り ま す か ︖
A 5  例 と し て 、 取 り 替 え 前 の エ ア コ ン よ り も 消 費 電 ⼒ が 少 な い 製 品 の 取 り 替 え は 省 エ ネ 化 ⼯ 事 に な り ま す 。

取 替 え 前 後 の そ れ ぞ れ の 製 品 の 消 費 電 ⼒ が 分 か る 資 料 （ 取 替 え 前 の エ ア コ ン の 消 費 電 ⼒ の 仕 様 が 写 っ て い る
写 真 、 製 品 の 仕 様 が 記 載 さ れ て い る カ タ ロ グ な ど ） を 提 出 し て く だ さ い 。

耐 震 化 工 事
Q 1 屋 根 の 軽 量 化 と は 、 ど の よ う な 工 事 で す か ︖
A 1 リ フ ォ ー ム 前 の 屋 根 材 よ り も 軽 く な る 屋 根 材 に 葺 き 替 え る ⼯ 事 の こ と で す 。

⽡ 屋 根 の 棟 の ⼯ 事 で 、 現 在 の 棟 ⽡ よ り 軽 量 化 さ れ る ⼯ 事 も 、 屋 根 の 軽 量 化 に な り ま す 。
な お 、 屋 根 材 数 枚 分 な ど の よ う な 局 所 的 な 葺 き 替 え は 、 軽 量 化 さ れ た 材 料 を 使 ⽤ し て も 耐 震 化 ⼯ 事 と し て の
対 象 に は で き ま せ ん 。 （ 「 ⻑ 寿 命 化 ⼯ 事 」 に は 該 当 し ま す ）

Q 2 ふ す ま （ 建 具 ） の 部 分 を 壁 に す る 工 事 は 、 耐 ⼒ 壁 の 増 設 に な り ま す か ︖
A 2 耐 ⼒ 壁 は ⼟ 台 か ら 梁 ま で を 筋 違 、 ⾦ 物 、 構 造 ⽤ 合 板 で 、 定 め ら れ た 施 ⼯ 方 法 に 基 づ き 施 ⼯ さ れ た 壁 に な り

ま す 。
ふ す ま ( 建 具 ) が あ る 部 分 の 敷 居 か ら 鴨 居 ま で を 壁 に す る 場 合 は 、 間 仕 切 り ⼯ 事 と な り 、 耐 ⼒ 壁 に は な り ま せ ん 。
そ の 場 合 は 、 そ の 他 の リ フ ォ ー ム ⼯ 事 に な り ま す 。

Q 3 ブ ロ ッ ク 塀 の 解 体 の 補 助 で は 、 ど の よ う な 塀 ・ 工 事 が 対 象 で す か ︖
A 3 道 路 な ど に 面 し 、 か つ 、 道 路 面 か ら の ⾼ さ が 0 . 6 ｍ 以 上 の ブ ロ ッ ク 塀 等 で 、 地 震 時 に 転 倒 、 倒 壊 の 危 険 性 が

あ る も の が 対 象 で す 。 道 路 や 通 学 路 な ど に 面 し て い な い （ 部 分 の ） 塀 等 は 対 象 外 で す 。
例 ︓ 隣 地 と の 境 界 や 敷 地 の 後 背 地 に あ る ブ ロ ッ ク 塀 。
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